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渡
良
瀬
遊
水
地
釣
り
講
座

問
未
来
開
発
課
　
撒（
57
）４
２
６
０

　
渡
良
瀬
遊
水
地
で
魚
釣
り
を
体
験

し
よ
う
！
ホ
フ
マ
ン
館
の
展
示
室
で

見
ら
れ
る
魚
以
外
に
も
、
珍
し
い
魚

と
出
会
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
初

心
者
の
方
も
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

日
10
月
20
日（
土
）９
時
〜
12
時

所
野
木
ホ
フ
マ
ン
館（
集
合
）

　
渡
良
瀬
遊
水
地

講
師
　
舘
野
　
親
智
　
氏

　
　
　
前
澤
　
利
正
　
氏

対
町
内
の
小
学
生 

（
保
護
者
同
伴
）

定
先
着
５
組

儡
無
料

申
10
月
１
日（
月
）〜
15
日（
月
）

そ
の
他

　
汚
れ
て
も
よ
い
服
装
と
、
長
靴
で

　
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。
体

　
験
用
の
釣
り
道
具
は
こ
ち
ら
で
用

　
意
し
ま
す
。

※
天
候
等
に
よ
っ
て
は
内
容
の
変 

　
更
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

　
す
。

お
腹
を
す
か
せ
て
か
わ
い
そ
う
？ 

で
も
よ
く
考
え
て
み
て
！

問
生
活
環
境
課
　
撒（
57
）４
１
３
１

飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
エ
サ
を
あ
げ

る
な
ら
、
あ
な
た
が
飼
い
主
と
し
て

の
責
任
を
果
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
最
近
、
野
良
猫
に
よ
る
苦
情
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
無
責
任
な
エ
サ
や
り
は
、
飼
い
主

の
い
な
い
不
幸
な
猫
を
む
や
み
に
増

や
す
こ
と
に
つ
な
が
り
、
近
隣
に
住

む
方
に
迷
惑
を
か
け
る
ど
こ
ろ
か
、

猫
も
悪
者
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
エ
サ

を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
責
任
を
も
っ

て
飼
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
猫
を
飼
う
場
合
に
は
、
次
の

ル
ー
ル
を
守
り
正
し
く
飼
養
し
て
く

だ
さ
い
。

・
飼
い
猫
へ
の
エ
サ
や
り
は
、
決 

　
ま
っ
た
場
所
・
時
間
で
行
い
、残
っ

　
た
エ
サ
は
、
す
ぐ
片
付
け
ま
し
ょ

　
う
。

・
ふ
ん
や
尿
の
処
理
は
適
切
に
行
な

　
い
ま
し
ょ
う
。

・
最
終
的
に
は
、
室
内
飼
育
を
検
討

　
し
ま
し
ょ
う
。

・
避
妊
、
去
勢
手
術
を
検
討
し
ま 

　
し
ょ
う
。（
増
や
さ
な
い
の
も
愛

　
で
す
）

【
小
山
一
日
合
同
行
政
相
談
所
】

日
11
月
21
日（
水
）

　
10
時
30
分
〜
15
時
30
分

所
イ
オ
ン
モ
ー
ル
小
山
（
１
階
サ
ク

　
ラ
コ
ー
ト
）

問
合
せ
　
総
務
省
栃
木
行
政
監
視
行

　
政
相
談
セ
ン
タ
ー

　
撒
０
２
８（
６
３
４
）４
６
８
０

ワ
ン
ワ
ン
ふ
れ
あ
い 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
８

問
生
活
環
境
課
　
撒（
57
）４
１
３
１

　
犬
や
獣
医
師
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通

し
て
、
犬
と
人
が
共
存
し
て
生
活
で

き
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
、
今
年
も

ワ
ン
ワ
ン
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
を
開
催
し
ま
す
。

日
11
月
３
日(

土
・
祝)

９
時
〜
12
時

　（
雨
天
中
止
）

所
下
野
市
　
三
王
山
ふ
れ
あ
い
公
園

　（
下
野
市
三
王
山
７
０
０
‐
１
）

イ
ベ
ン
ト
内
容

・
ワ
ン
ワ
ン
ク
イ
ズ

・
ア
ジ
リ
テ
ィ
ー
コ
ー
ナ
ー

・
う
さ
ぎ
の
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ナ
ー

・
ワ
ン
ワ
ン
サ
ッ
カ
ー

主
催
　
小
山
地
区
動
物
保
護
管
理
協
議
会

〜
行
政
に
関
す
る
困
り
ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
〜 

行
政
相
談
の
お
知
ら
せ

問
生
活
環
境
課
　
撒（
57
）４
１
３
２

　
行
政
相
談
は
、
国
・
県
・
町
な
ど

の
行
政
に
関
す
る
意
見
や
要
望
を
受

け
付
け
、
相
談
者
と
行
政
機
関
の
間

に
立
ち
、
公
正
・
中
立
の
立
場
か
ら

問
題
の
解
決
を
目
指
す
制
度
で
す
。

　
行
政
相
談
委
員
法
に
基
づ
き
総
務

大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
行
政
相
談

委
員
が
対
応
し
ま
す
。
困
っ
て
い
る

こ
と
、
要
望
し
た
い
こ
と
な
ど
が
あ

れ
ば
、
一
人
で
悩
ま
ず
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。（
相
談
無
料
、
秘

密
厳
守
）

日
毎
月
第
２
水
曜
日
　
９
時
〜
12
時

　（
受
付
は
11
時
30
分
ま
で
）

所
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
ホ
ー
プ

　
館
）
１
階
相
談
室

☆
10
月
15
日
〜
21
日
は 

　
　
　
　『
行
政
相
談
週
間
』
で
す

　
行
政
相
談
週
間
の
実
施
に
あ
た
り

「
一
日
合
同
行
政
相
談
所
」を
開
設
し

ま
す
。
行
政
相
談
委
員
の
ほ
か
、
法

務
局
な
ど
の
行
政
機
関
、
弁
護
士
・

司
法
書
士
な
ど
の
各
種
専
門
家
が
一

堂
に
集
ま
っ
て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で

ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お知らせ


